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１月２１日㈫、朝霞警察署と市は、災害発生時に施設の一時使
用ができるように協定を締結しました。
この協定では、大規模災害が発生し、朝霞警察署の庁舎が使
用困難となった場合に、市の施設の一部を災害活動等の拠点と
して使用できるようあらかじめ定めています。
締結式では、大規模災害が発生した場合であっても警察機能
を確保することが、市民生活を守り、安心安全なまちづくりに
つながるので、今後においても、朝霞警察署と市で連携を深め
ていくことを確認しました。

●市市役所 ●産産業文化センター ●保保健センター ●児家庭児童相談室（保健センター２階） ●地各地域包括支援センター ●浦埼玉県浦和合同庁舎
●税関東信越税理士会朝霞支部事務局（幸町１―３―６石川ビル２階） ●宅宅建協会県南支部 ●そそれいゆぷらざ（中央公民館内女性センター）
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予約・問い合わせ先
人権庶務課
それいゆぷらざ（女性センター）

それいゆぷらざ（女性センター）

地域づくり支援課

地域づくり支援課

地域づくり支援課

課税課
関東信越税理士会朝霞支部事務局

納税課

保険年金課
家庭児童相談室

産業振興課

産業振興課

産業振興課

産業振興課
第２㈬●産�
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産業振興課第４㈬●市

都市計画課
（予約は前月第３月曜日から先着順）

宅建協会県南支部

建築士事務所協会県南支部

福祉課
福祉課

長寿はつらつ課

外国人総合相談センター埼玉
健康づくり課
健康づくり課（３月１０日㈪まで）
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時 間
午後１時～４時
午前１０時～午後３時
午前９時～午後５時

※専門の相談員による相談日時
午前１０時～午後４時
午前１０時～正午、
午後１時～３時
午後１時～４時
午前１０時～正午、
午後１時～４時
午前１０時～午後３時
午後１時３０分～４時

午前８時３０分～正午

午後１時～６時
午前９時３０分～午後４時

午前１０時～午後７時

午後１時３０分～４時３０分

午前９時～正午、
午後１時～４時
午後１時～４時
午前１０時～正午、
午後１時～４時
午後１時３０分～４時２０分
（１組５０分）

午後１時～４時

午後２時～４時

午後１時～５時１５分
午前８時３０分～午後５時１５分

午前８時３０分～午後５時

午前９時～午後４時
午前９時～午後４時
午後１時１５分～２時４５分

日 程
毎月第１月曜日
毎週木曜日
毎週火～日曜日

毎週火・土曜日

毎週水・金曜日

毎月第２・４月曜日

毎週月～金曜日

毎月第３月曜日
毎週水曜日
毎月第１・３日曜日
（１月の第１を除く）
毎週木曜日
毎週月～金曜日
毎週月～金曜日
（休所日を除く）
毎月第１木曜日
（祝日の場合は翌週）

毎週火・金曜日

毎月第３土曜日

毎月第２・４水曜日

毎月第１水曜日
（１月は第２水曜日）
毎月第２木曜日
（祝日の場合は第３木曜日）
毎月第２水曜日
（１月は第３水曜日）
毎週火・金曜日
毎週月～金曜日

毎週月～金曜日

毎週月～金曜日
毎週月～金曜日
３月１２日㈬

相 談 名
人 権 相 談
女 性 総 合 相 談

Ｄ Ｖ 相 談

法 律 相 談 ●予

行 政 相 談

消 費 生 活 相 談

税 務 相 談 ●予
税務相談（税理士会）●予

休 日 納 税 相 談

年 金 相 談 ●予
家 庭 児 童 相 談
起 業 家 育 成 相 談 ●予
（１週間前までに予約）

金 融 よ ろ ず 相 談 ●予

内 職 相 談

労働・社会保険相談

就 職 支 援 相 談 ●予

分 譲 マ ン シ ョ ン
管 理 相 談 ●予

不 動 産 無 料 相 談 ●予

住 宅 建 築 相 談 ●予

精 神 保 健 福 祉 相 談
生 活 保 護 相 談
地域包括支援センター
高齢者に関する総合相談
外 国 人 生 活 相 談
栄 養 相 談 ●予
こころの健康相談●予

大規模災害発生時における施設の一時使用に関する協定を締結しました

なかじま とみおか

写真左から中島朝霞警察署長、富岡市長

申…申し込み 問…問い合わせ

＊●予…予約が必要です。 ＊すべて祝日を除きます。 ※日程・会場は変更になる場合があります。
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